
令和４年度山形県ＩＣＴ導入支援事業費補助金交付要綱 

 

 （目的及び交付） 

第１条 知事は、介護の現場にＩＣＴを導入して業務の効率化を図り、職員の負担軽減

や働きやすい職場づくりを推進することで介護人材の定着、新規参入を促進するため、

社会福祉法人に対する補助に関する条例（昭和 36 年７月県条例第 24 号）、山形県補助

金等の適正化に関する規則（昭和 35 年８月県規則第 59 号。以下「規則」という。）及

びこの要綱の定めるところにより、ＩＣＴ導入を行う県内の介護サービス事業者に対

し、事業の予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

 （補助事業者） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）は、介護保険

法に基づく指定又は許可を受けた山形県内の介護サービス事業所を運営する者とする。 

２ 補助事業者は、次の各号の要件を満たさなければならない。 

（１）山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）又は消費税を滞納していない

こと。 

（２）本店、支店及び事業者の代表者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）、又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」

という。）でないこと。 

 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となるＩＣＴ導入は、次の各号に掲げる要件等を満たすも

のをいう。 

（１）介護ソフト 

  ア 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業

務（事業所内外の情報連携含む。）、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっ

ているものであること（転記等の業務が発生しないこと）。 

ただし、令和２年３月 26 日老振発 0326 第１号『「居宅介護支援事業所と訪問介

護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」について』におい

て「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連

携の標準仕様」（以下、「ケアプラン標準仕様」という。）の連携対象となる介護サ

ービス事業所の場合は、ケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフトであること。 

  イ 日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること（有償・ 

   無償を問わない）。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品である 

   こと。 

  ウ 既に使用している介護ソフトのうち、次のいずれかに該当する改修。 

   (ア) 転記不要とするための改修。 

   (イ) ケアプラン標準仕様や、令和３年 10 月 20 日付事務連絡「科学的介護情報 

     システム（LIFE）と介護ソフト間における CSV 連携の標準仕様について（そ 

     の３）」（以下、「LIFE 標準仕様」という。）に対応するための改修。 

   (ウ) 複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに 

     新たに業務機能を追加すること等により一気通貫とするための改修に要する 



     費用。 

  エ タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負担軽減の機能が実 

   装されている介護ソフトの活用を推奨すること。 

（２）情報端末 

  タブレット端末等、介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録

を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間

の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図

るためのインカムなどＩＣＴ技術を活用したものであること。 

（３）通信環境機器等 

  （１）及び（２）を利用するにあたり必要なＷｉ-ＦｉルーターなどＷｉ-Ｆｉ環境

を整備するために必要な機器。 

  ただし、機器の購入及び設置のための費用を対象とし、通信費は対象外とする。 

（４）保守経費等 

  クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、

ＩＣＴ導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。（ただし、当該年

度分に限る。） 

（５）その他 

  バックオフィス業務（業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、

ホームページ作成などの業務）のためのソフトの導入に係る経費（ただし、当該年度

の補助による場合を含め、一気通貫の環境が実現できている場合に限る。） 

 

 （補助要件等） 

第４条 次の各号に掲げる要件等について、いずれも満たすことを補助要件とする。 

（１）「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」（厚生労働 

 省老健局・令和２年３月発行）や令和４年６月 17 日老高発 0617 第１号『「介護サー 

 ビス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2」の発出につ 

 いて』における「介護サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する 

 手引き Ver.2」を参考に、（５）に基づき、ＩＣＴを活用した事業所内の業務改善に 

 取り組み、導入計画を作成すること。 

（２）「科学的介護情報システム（ Long-term care Information system ForEvidence； 

 LIFE（ライフ）。以下「LIFE」という。）による情報収集に協力すること。なお、本事 

 業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。 

（３）タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのう 

 え、業務にのみ使用すること（補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、 

 業務用であることを明確に判別するための表示（シール等による貼付）を行うなど事 

 業において工夫すること）。 

（４）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「★一 

 つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番 

 号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。 

 加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。 

  なお、セキュリティ対策については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に 

 関するガイドライン第 5.2 版」（令和４年３月）を参考にすること。 

 



（５）導入計画の作成及び導入効果を県へ報告するとともに、ＩＣＴ導入に関して他事 

 業者からの照会等に応じること。ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に 

 応じる必要はないことに留意すること。 

 

 （補助金の額） 

第５条 この事業における補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）は別表「対象経費」欄に掲げる経費とし、補助金の額は、当該事業に要する経費

の２分の１の額及び同表「補助額」欄に定める基準額並びに同表「補助上限額」欄に

掲げる額のいずれか低い額と、事業に要する経費から寄付金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切

り捨てた額とする。 

 

 （交付申請） 

第６条 規則第５条の規定による補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める日

とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書（別記様式第１号） 

（２）収支予算書（別記様式第２号） 

（３）理由書（社会福祉法人の場合） 

（４）財産目録及び貸借対照表（社会福祉法人の場合） 

（５）その他知事が必要と認める書類 

 

 （交付決定の通知） 

第７条 知事は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、補助事業者に通知するも

のとする。 

 

 （交付の条件） 

第８条 規則第７条第１項第１号イに定める軽微な変更は、事業に要する経費の 10 分

の２を超えない増減の変更とする。 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により、知事の承認を受けようとするときは、事業

計画変更承認申請書（別記様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

 

 （申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その交付決定

の通知日から 10 日を経過する日までに、その旨を記載した書面を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第 10 条 補助事業者は、規則第７条第１項第１号の規定により、補助事業の全部若しく

は一部を中止、又は廃止について知事の承認を受けようとするときは、その理由を記

載した補助事業中止（廃止）承認申請書（別記様式第４号）を知事に提出しなければ

ならない。 

 



 （補助事業遅延等の報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込ま

れるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、補助事業遅延等報告書

（別記様式第５号）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

 （状況報告） 

第 12 条 補助事業者は、知事の要求があったときは、規則第 12 条の規定による補助事

業等状況報告書に事業実施状況調書（別記様式第６号）を添付して、速やかに知事に

提出しなければならない。また、導入の翌年度から原則として３年間、毎年度４月末

日までに知事に報告するものとする。 

 

 （実績報告） 

第 13 条 規則第 14 条の規定による補助事業実績報告書の提出期限は、ＩＣＴ導入から

30 日を経過する日又は令和５年３月 31 日のいずれか早い日までとし、添付すべき書

類は、次のとおりとする。 

（１）事業実績書（別記様式第７号） 

（２）収支決算書（別記様式第２号） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

 （支払い） 

第 14 条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。 

 

 （財産の管理） 

第 15 条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産（以下

「取得財産等」という。）について、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳（別記

様式第８号）を設け、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって管

理し、補助金の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

 

 （財産処分の制限） 

第 16 条 取得財産等のうち、規則第 22 条の規定により処分を制限する財産は、取得価

格又は効用の増加価格が 30 万円以上の財産とする。 

２ 補助事業者は、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け

又は担保に供するときは、あらかじめ取得財産等の処分承認申請書（別記様式第９号）

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納

付させることができるものとする。 

４ 規則第 22 条ただし書の規定により知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数を経過するまでの期

間とする。 

 

 （補助事業の経理等） 

第 17 条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書

類を整備し、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する年度の



翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

２ 補助事業者は、当該補助事業に係る経理を、他の経理と明確に区分して処理しなけ

ればならない。 

 

 （事業効果の公表） 

第 18 条 知事は、本事業によるＩＣＴ導入の推進を図るため、交付決定した補助事業者

から提出のあった補助事業計画書（別記様式第 1 号の２）、事業実施状況調書（別記様

式第６号）及び事業実績書（別記様式第７号）を公表する。 

 

   附 則 

 この要綱は令和４年７月 25 日から施行する。 

 


